
 

 

 
令和２年１１月２０日 資料№６-１７ 
建 設 常 任 委 員 会 

土木課 

 

４ キッズゾーンの設置場所について 

 

 

現時点では、区内でのキッズゾーンの設置場所はございませんが、現在、設置

に向け、区及び交通管理者である警視庁及び所轄警察署と調整を進めておりま

す。 


